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「指定
して い

特定
とくてい

相談
そうだん

支援
しえ ん

」 及
およ

び 「指定
して い

障害児
しょうがいじ

相談
そうだん

支援
しえ ん

」 

重要
じゅうよう

事項
じ こ う

説明書
せつめいしょ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置者名：社会福祉法人四国中央市社会福祉協議会 

事業所名：四国中央市社会福祉協議会 

（障がい者相談支援センター） 

 

 

令和３年（２０２１年）４月 

  

 本 重 要
ほんじゅうよう

事項
じこう

説明書
せつめいしょ

は、当事業所
とうじぎょうしょ

とサービス利用
りよう

契約
けいやく

の締結
ていけつ

を希望
きぼう

される方
かた

に対
たい

して、社会
しゃかい

福祉法
ふくしほう

第
だい

７６ 条
じょう

に基
もと

づき、当事業所
とうじぎょうしょ

の概要
がいよう

や提 供
ていきょう

されるサービスの内
ない

容
よう

、契
けい

約
やく

上
じょう

ご注
ちゅう

意
い

いただきたいことを説
せつ

明
めい

するものです。 

※ 本事業所
ほんじぎょうしょ

では、利用者
りようしゃ

に対
たい

して障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

に基
もと

づく指
して

定
てい

特
とく

定
てい

相
そう

談
だん

支
し

援
えん

及
およ

び指定
してい

障
しょう

害
がい

児
じ

相
そう

談
だん

支
し

援
えん

を提
てい

供
きょう

します。当
とう

サービスの利用
りよう

は、

原
げん

則
そく

として計
けい

画
かく

相
そう

談
だん

支
し

援
えん

の支
し

給
きゅう

決
けっ

定
てい

を受
う

けた方
かた

が対
たい

象
しょう

となります。 
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１．事
じ

業者
ぎょうしゃ

 

名称
めいしょう

 社会
しゃかい

福祉
ふくし

法人
ほうじん

四国
しこく

中央市
ちゅうおうし

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎかい

 

所在地
しょざいち

 愛媛県
えひめけん

四国
しこく

中央市
ちゅうおうし

三島
みしま

宮川
みやがわ

４丁目
ちょうめ

６番
ばん

５５号
ごう

 

電話番号
でんわばんごう

 0896-28-6127 

代表者
だいひょうしゃ

氏名
しめい

 会長
かいちょう

 髙
たか

 橋
はし

 厚
あつ

 德
のり

 

設立
せつりつ

年月日
ねんがっぴ

 平成
へいせい

１６年
ねん

４月
がつ

１日
にち

 

２．事業所
じぎょうしょ

の概要
がいよう

 

事業所
じぎょうしょ

の種類
しゅるい

 

指
し

定
てい

特
とく

定
てい

相
そう

談
だん

支
し

援
えん

及
およ

び指
し

定
てい

障
しょう

害
がい

児
じ

相
そう

談
だん

支
し

援
えん

事
じ

業
ぎょう

 

平成
へいせい

２４年
ねん

４月
がつ

１日
にち

 四
し

国
こく

中
ちゅう

央
おう

市
し

指
し

定
てい

 

指定
してい

特定
とくてい

相談
そうだん

支援
しえん

  第
だい

3831300037号
ごう

 

指定
してい

障害児
しょうがいじ

相談
そうだん

支援
しえん

 第
だい

3871300061号
ごう

 

事業
じぎょう

の目的
もくてき

 

 利
り

用
よう

者
しゃ

がその有
ゆう

する能
のう

力
りょく

及
およ

び適
てき

正
せい

に応
おう

じ、自立
じりつ

した日常
にちじょう

生活
せいかつ

または、社会
しゃかい

生活
せいかつ

を営
いとな

むことができるよう、当該
とうがい

利用者
りようしゃ

の心身
しんしん

の状 況
じょうきょう

、その置
お

かれている環境
かんきょう

等
とう

に応
おう

じて、利用者
りようしゃ

または障害児
しょうがいじ

の保護者
ほ ご し ゃ

の選択
せんたく

に基
もと

づき、適切
てきせつ

な障
しょう

がい児
じ

福祉
ふ くし

サービス等
とう

が、多様
たよう

な事
じ

業者
ぎょうしゃ

から総合的
そうごうてき

かつ効率的
こうりつてき

な提
てい

供
きょう

されるよう配慮
はいりょ

して支援
しえん

することを目的
もくてき

とする。 

事業所
じぎょうしょ

の名称
めいしょう

 四国
しこく

中央市
ちゅうおうし

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎかい

（障
しょう

がい者
しゃ

相談
そうだん

支援
しえん

センター） 

事業所
じぎょうしょ

の所在地
しょざいち

 愛媛県
えひめけん

四国
しこく

中央市
ちゅうおうし

三島
みしま

宮川
みやがわ

４丁目
ちょうめ

６番
ばん

５５号
ごう

 

電話番号
でんわばんごう

 0896-28-6135 

管理者
かんりしゃ

氏名
しめい

 髙
たか

橋
はし

 惇
じゅん

 

事業所
じぎょうしょ

の運営
うんえい

方針
ほうしん

 
 利用者

りようしゃ

及
およ

び障
しょう

がい児
じ

の保護者
ほ ご し ゃ

の意思
い し

及
およ

び人格
じんかく

を尊重
そんちょう

し、利
り

用
よう

者
しゃ

等
とう

の立
たち

場
ば

に立
た

った適
てき

切
せつ

な相
そう

談
だん

支
し

援
えん

の提
てい

供
きょう

を行
おこな

う。 

開設
かいせつ

年月
ねんげつ

 平成
へいせい

２４年
ねん

４月
がつ

１日
にち

 

事
じ

業者
ぎょうしゃ

が行
おこな

って

いる他
ほか

の業務
ぎょうむ

 

■指定
してい

一般
いっぱん

相談
そうだん

支援
しえん

事業
じぎょう

  

平成２５年４月１日 四国中央市指定第３８３１３０００３７号 

３．事業
じぎょう

実施
じっし

地域
ちいき

 

 四国
しこく

中央
ちゅうおう

市内
しない
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４．営業
えいぎょう

時間
じかん

 

営業
えいぎょう

日
び

 月曜日
げつようび

から金曜日
きんようび

（ただし、祝日
しゅくじつ

を除
のぞ

く） 

受付
うけつけ

時間
じかん

 月曜日
げつようび

から金曜日
きんようび

（午前８時３０分～午後５時１５分） 

サービス提供
ていきょう

時間
じかん

 月曜日
げつようび

から金曜日
きんようび

（午前８時３０分～午後５時１５分） 

  ※ 緊急
きんきゅう

時
じ

については、上記
じょうき

時間外
じかんがい

についても対応
たいおう

可能
かのう

とする。 

５．職員
しょくいん

体制
たいせい

 

＜主
おも

な職員
しょくいん

配置
はいち

状 況
じょうきょう

＞ ※職員
しょくいん

配置
はいち

については、指定
してい

基準
きじゅん

を遵守
じゅんしゅ

しています。 

職種
しょくしゅ

 常勤
じょうきん

 非常勤
ひじょうきん

 常勤
じょうきん

換算
かんさん

 職務
しょくむ

内容
ないよう

 

管理者
かんりしゃ

 １名（兼務）   事業
じぎょう

全体
ぜんたい

の管理
かんり

 

相談
そうだん

支援
しえん

専門員
せんもんいん

 ２名（兼務）  １.37名 

指定
してい

特定
とくてい

相談
そうだん

支援
しえん

事業
じぎょう

・指定
してい

障害児
しょうがいじ

相談
そうだん

支援
しえん

の提 供
ていきょう

 

事務
じ む

職員
しょくいん

  １名（専従） 0.7名 
運営上
うんえいじょう

の 事務
じ む

業務
ぎょうむ

 

６．当事業所
とうじぎょうしょ

が提供
ていきょう

するサービスと利用
りよう

料金
りょうきん

 

（１）サービス内容
ないよう

（契約書第
だい

３条
じょう

～第
だい

６条
じょう

参
さん

照
しょう

） 

 ①サービス利用計画の作成 

利用者
りようしゃ

の居宅
きょたく

等
とう

を訪問
ほうもん

し、利用者
りようしゃ

の心身
しんしん

の状 況
じょうきょう

や置
お

かれている環境
かんきょう

等
とう

を把握
はあく

した

上
うえ

で適切
てきせつ

な保健
ほけん

・医療
いりょう

・福祉
ふくし

・就労
しゅうろう

支援
しえん

・教育
きょういく

等
とう

のサービス
さ ー び す

（以下
い か

、「福祉
ふくし

サービス

等
とう

」という。）が総合的
そうごうてき

かつ効率的
こうりつてき

に提供
ていきょう

されるよう配慮
はいりょ

して、サービス利用
りよう

計画
けいかく

を

作成
さくせい

いたします。 

＜サービス利用
りよう

計画
けいかく

作成
さくせい

の流
なが

れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ①相談
そうだん

支援
しえん

専門員
せんもんいん

は、利用者
りようしゃ

の居宅
きょたく

等
とう

を訪問
ほうもん

し、利用者
りようしゃ

及
およ

び家族
かぞく

等
とう

に面接
めんせつ

し利用者
りようしゃ

及
およ

び家族
かぞく

の置
お

かれている状 況
じょうきょう

や利用者
りようしゃ

の希望
きぼう

する生活
せいかつ

、解決
かいけつ

すべき課題
かだい

等
とう

を把握
はあく

し

ます。 

 ②利用者
りようしゃ

及
およ

びその家族
かぞく

の置
お

かれた状 況
じょうきょう

等
とう

を考慮
こうりょ

して、利用者
りようしゃ

及
およ

びその家族
かぞく

の生活
せいかつ

に対
たい

する意向
いこう

、総合的
そうごうてき

な援助
えんじょ

の方針
ほうしん

、生活
せいかつ

全般
ぜんぱん

の解決
かいけつ

すべき課題
かだい

、提供
ていきょう

される福祉
ふくし

サ

ービス等
とう

の目標
もくひょう

及
およ

びその達成
たっせい

時期
じ き

、福祉
ふくし

サービス等
とう

を提
てい

供
きょう

する上
うえ

での留意
りゅうい

事項
じこう

等
とう

を

記載
きさい

したサービス利用
りよう

計画
けいかく

の原案
げんあん

を作成
さくせい

します。 
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ｓ 

 

 

 

 

②サービス利用
りよう

計画
けいかく

作成後
さくせいご

の便宜
べんぎ

の供与
きょうよ

 

・利
り

用
よう

者
しゃ

及
およ

びその家
か

族
ぞく

等
とう

を毎
まい

月
つき

1回
かい

以
い

上
じょう

の面
めん

接
せつ

をし、経
けい

過
か

を把
は

握
あく

します。 

・サービス利用
りよう

計画
けいかく

の目標
もくひょう

に沿
そ

ってサービスが提供
ていきょう

されるよう、福祉
ふくし

サービス等
とう

の事
じ

業者
ぎょうしゃ

等
とう

との連絡
れんらく

調整
ちょうせい

を行
おこな

います。 

・指定
してい

障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス等
とう

の利用者
りようしゃ

負担
ふたん

額
がく

合計
ごうけい

額
がく

を毎月
まいつき

算定
さんてい

し、利用者
りようしゃ

等
など

及
およ

び、

当該障
とうがいしょう

害
がい

福祉
ふくし

サービス等
とう

を提供
ていきょう

した事
じ

業者
ぎょうしゃ

等
とう

に通知
つうち

します。 

・福祉
ふくし

サービス等
とう

の実施
じっし

状 況
じょうきょう

や利用者
りようしゃ

の状 況
じょうきょう

について定期的
ていきてき

に再評価
さいひょうか

を行
おこな

い、サ

ービス利用
りよう

計画
けいかく

の変更
へんこう

、支給
しきゅう

決定
けってい

の更新
こうしん

申請
しんせい

等
とう

に必要
ひつよう

な援助
えんじょ

を行
おこな

います。 

③サービス利用
りよう

計画
けいかく

の変更
へんこう

 

利用者
りようしゃ

がサービス利用
りよう

計画
けいかく

の変更
へんこう

を希望
きぼう

した場合
ばあい

、または事
じ

業者
ぎょうしゃ

がサービス利用
りよう

計画
けいかく

の変更
へんこう

が必要
ひつよう

と判断
はんだん

した場合
ばあい

は、事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

と利
り

用
よう

者
しゃ

双
そう

方
ほう

の合
ごう

意
い

に基
もと

づき、サービス

利
り

用
よう

計
けい

画
かく

を変
へん

更
こう

します。 

④障害者
しょうがいしゃ

支援
しえん

施設
しせつ

等
とう

への紹介
しょうかい

 

利用者
りようしゃ

が居宅
きょたく

において日常
にちじょう

生活
せいかつ

を営
いとな

むことが困難
こんなん

となったと認
みと

められる場合
ばあい

、又
また

は利用者
りようしゃ

が障害者
しょうがいしゃ

支援
しえん

施設
しせつ

等
とう

への入
にゅう

院
いん

または入所
にゅうしょ

を希望
きぼう

する場合
ばあい

には、障
しょう

害
がい

者
しゃ

支
し

援
えん

施
し

設
せつ

等
とう

への紹
しょう

介
かい

その他
た

便
べん

宜
ぎ

の提
てい

供
きょう

を行
おこな

います。 

（２）利
り

用
よう

料
りょう

金
きん

（契
けい

約
やく

書
しょ

第
だい

7条
じょう

参
さん

照
しょう

） 

 ①サービス利用
りよう

料金
りょうきん

 

・指定
してい

特定
とくてい

相談
そうだん

支援
しえん

及
およ

び指定
してい

障害児
しょうがいじ

相談
そうだん

支援
しえん

サービスに関
かん

する利用
りよう

料金
りょうきん

について、

事
じ

業者
ぎょうしゃ

が法律
ほうりつ

に規定
きてい

に基
もと

づいて、市町村
しちょうそん

から介護
かいご

給付費
きゅうふひ

額
がく

を受領
じゅりょう

する場合
ばあい

（法定
ほうてい

代理
だいり

受領
じゅりょう

）は、利用者
りようしゃ

からの自己
じ こ

負担
ふたん

はありません。 

・事
じ

業者
ぎょうしゃ

が介護
かいご

給付費
きゅうふひ

額
がく

の代理
だいり

受領
じゅりょう

を行
おこな

わない場合
ばあい

は、下記
か き

の金額
きんがく

をいったんお

支払
しはら

いいただきます。この場合
ばあい

、利用者
りようしゃ

に「サービス提供
ていきょう

証明書
しょうめいしょ

」を交付
こうふ

します。

（「サービス提供
ていきょう

証明書
しょうめいしょ

」と「領 収 書
りょうしゅうしょ

」を添
そ

えて、お住
すま

いの市町村
しちょうそん

に申請
しんせい

す

ると介護
かいご

給付費
きゅうふひ

が支給
しきゅう

されます。） 

 

 ③相談
そうだん

支援
しえん

専門員
せんもんいん

は、作成
さくせい

したサービス利用
りよう

計画
けいかく

の原案
げんあん

に盛
も

り込
こ

んだ福祉
ふくし

サービス

等
とう

について、介護
かいご

給付費
きゅうふひ

等
とう

の対象
たいしょう

となるか否
いな

かを区分
くぶん

した上
うえ

で、当該
とうがい

サービス利用
りよう

計画書
けいかくしょ

の原案
げんあん

の内容
ないよう

について、利用者
りようしゃ

及
およ

びその家
か

族
ぞく

に対
たい

して説
せつ

明
めい

し、利
り

用
よう

者
しゃ

などの同
どう

意
い

を得
え

た上
うえ

で決
けっ

定
てい

するものとします。 
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②交通費
こうつうひ

 

事
じ

業
ぎょう

実
じっ

施
し

地
ち

域
いき

以
い

外
がい

の地
ち

区
く

にお住
す

まいの方
かた

で、当事業所
とうじぎょうしょ

のサービスを利用
りよう

される

場合
ばあい

は、サービスの提供
ていきょう

に際
さい

し、要
よう

した交通費
こうつうひ

の実費
じっぴ

をいただきます。 

③利
り

用
よう

料
りょう

金
きん

のお支
し

払
はら

い方
ほう

法
ほう

 

前記
ぜんき

②の料金
りょうきん

・費用
ひよう

は、１カ月
かげつ

ごとに計
けい

算
さん

し、ご請
せい

求
きゅう

いたしますので翌
よく

月
げつ

末
まつ

日
じつ

ま

でに以下
い か

の方法
ほうほう

でお支払
しはら

いください。（１カ月
かげつ

に満
み

たない期間
きかん

のサービスに関
かん

する

利用
りよう

料金
りょうきん

は、利用
りよう

状 況
じょうきょう

に基
もと

づいて計算
けいさん

した金額
きんがく

とします。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．サービスの利用
りよう

に関
かん

する留意
りゅうい

事項
じこう

 

（１）サービス提供
ていきょう

を行
おこな

う相談
そうだん

支援
しえん

専門員
せんもんいん

 

・サービス提供
ていきょう

時
じ

に、担当
たんとう

の相談
そうだん

支援
しえん

専門員
せんもんいん

を決定
けってい

します。担当
たんとう

の相談
そうだん

支援
しえん

専門員
せんもんいん

が

交代
こうたい

する場合
ばあい

は、あらかじめ利用者
りようしゃ

に説明
せつめい

するとともに、利用者
りようしゃ

及
およ

びその家族
かぞく

等
とう

に対
たい

して、サービス利用上
りようじょう

の不利益
ふ り え き

が生
しょう

じないよう十分
じゅうぶん

に配慮
はいりょ

します。 

・利用者
りようしゃ

から特定
とくてい

の相談
そうだん

支援
しえん

専門員
せんもんいん

を指名
しめい

することはできませんが、相談
そうだん

支援
しえん

専門員
せんもんいん

についてお気
き

づきの点
てん

やご要
よう

望
ぼう

がありましたら、お客
きゃく

様
さま

相
そう

談
だん

窓
まど

口
ぐち

にご遠
えん

慮
りょ

なくご相
そう

談
だん

ください。 

８．利用者
りようしゃ

の記録
きろく

や情報
じょうほう

の管理
かんり

、開示
かいじ

について（契約書
けいやくしょ

第
だい

９条
じょう

４項
こう

参照
さんしょう

） 

・本事業所
ほんじぎょうしょ

では、関係
かんけい

法令
ほうれい

（及
およ

び四国
しこ く

中央市
ちゅうおうし

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎかい

個人
こじん

情報
じょうほう

保護
ほ ご

規定
きてい

）に基
もと

づいて、利用者
りようしゃ

の記録
きろく

や情報
じょうほう

を適切
てきせつ

に管理
かんり

し、利用者
りようしゃ

の求
もと

めに応
おう

じてその内容
ないよう

を

開示
かいじ

します。（開示
かいじ

に際
さい

して必要
ひつよう

な複写料
ふくしゃりょう

等
とう

の諸費用
しょひよう

は、利用者
りようしゃ

負担
ふたん

となります。）

保存
ほぞん

期間
きかん

は、指定
してい

相談
そうだん

支援
しえん

サービスを提供
ていきょう

した日
ひ

から５年間
ねんかん

です。 

※本事業所
ほんじぎょうしょ

における記録
きろく

項目
こうもく

は次
つぎ

のとおりです。 

（１）サービス利用
りよう

計画
けいかく

 

（２）アセスメントの記録
きろく

 

（３）サービス担当者
たんとうしゃ

会議
かいぎ

等
とう

の記録
きろく

 

（４）モニタリング結果
けっか

の記録
きろく

 

ア．窓口
まどぐち

での現金
げんきん

支払
しはら

い 

イ．下記
か き

指定
してい

口座
こうざ

への振
ふ

り込
こ

み 

  伊予
い よ

銀行
ぎんこう

 三島
みしま

支店
してん

 普通
ふつう

預
よ

金
きん

１７８５８５１ 

  口座
こうざ

名義
めいぎ

 社会
しゃかい

福祉
ふくし

法人
ほうじん

四国
しこく

中央市
ちゅうおうし

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎかい

 会長
かいちょう

 髙
たか

橋
はし

 厚德
あつのり

 

ウ．金融
きんゆう

機関
きかん

口座
こうざ

からの自動
じどう

引
ひ

き落
お

とし 
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（５）利用者
りようしゃ

の障
しょう

がいの状態
じょうたい

ならびに給付
きゅうふ

等
とう

の受給
じゅきゅう

状 況
じょうきょう

について、厚生
こうせい

労働
ろうどう

省令
しょうれい

で義務付
ぎ む づ

けられた市町村
しちょうそん

への通知
つうち

事項
じこう

 

（６）利用者
りようしゃ

からの苦情
くじょう

内容
ないよう

等
とう

の記録
きろく

 

（７）事故
じ こ

の状 況
じょうきょう

及
およ

び事故
じ こ

に際
さい

しての対応
たいおう

の記録
きろく

 

閲
えつ

覧
らん

・複
ふく

写
しゃ

の受
うけ

付
つけ

時
じ

間
かん

 午
ご

前
ぜん

８時
じ

３０分
ふん

から午
ご

後
ご

５時
じ

１５分
ふん

 

９．苦情
くじょう

等
とう

の受付
うけつけ

について（契約書
けいやくしょ

第
だい

１５条
じょう

参照
さんしょう

） 

（１）当事業所
とうじぎょうしょ

における苦情
くじょう

の受付
うけつけ

及
およ

びサービス利用
りよう

等
とう

のご相談
そうだん

（お客
きゃく

様
さま

相談係
そうだんかかり

） 

 サービスに対
たい

する苦情
くじょう

やご意見
いけん

、利用料
りようりょう

のお支払
しはら

いや手続
てつづ

き等
とう

のサービス利用
りよう

に関
かん

す

るご相談
そうだん

、利用者
りようしゃ

の記録
きろく

等
とう

の情報
じょうほう

開示
かいじ

の請求
せいきゅう

は以下
い か

の専用
せんよう

窓口
まどぐち

で受
う

け付
つ

けます。 

○お客
きゃく

様
さま

相談係
そうだんかかり

＜苦情
くじょう

受付
うけつけ

窓口
まどぐち

＞（担当者
たんとうしゃ

） 井上
いのうえ

 彰
あきら

 

○受付
うけつけ

時間
じかん

 月曜日
げつようび

から金曜日
きんようび

 午前
ごぜん

８時
じ

３０分
ぷん

～午後
ご ご

５時
じ

 

 ＜苦情
くじょう

解決
かいけつ

責任者
せきにんしゃ

 井上
いのうえ

 彰
あきら

＞ 

（２）行政
ぎょうせい

機関
きかん

その他
た

苦情
くじょう

受付期間
うけつけきかん

 

四国
しこく

中央市
ちゅうおうし

役所
やくしょ

生活
せいかつ

福祉課
ふ く し か

 

（障
しょう

がい福
ふく

祉
し

係
がかり

） 

所 在 地
し ょ ざ い ち

：四国
しこく

中央市
ちゅうおうし

三島
みしま

宮川
みやがわ

４丁目
ちょうめ

６番
ばん

５５号
ごう

 

電話番号
でんわばんごう

：0896-28-6023 

受付
うけつけ

時間
じかん

：月曜日
げつようび

から金曜日
きんようび

 

午前
ごぜん

８時
じ

３０分
ぷん

～午後
ご ご

５時
じ

 

愛媛県
えひめけん

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎかい

 

（愛媛県
えひめけん

運営
うんえい

適正
てきせい

委員会
いいんかい

苦情
くじょう

解決
かいけつ

部会
ぶかい

） 

所 在 地
し ょ ざ い ち

：松山市
まつやまし

持田町
もちだちょう

３丁目
ちょうめ

８－１５ 

電話番号
でんわばんごう

：089-998-3477 

受付
うけつけ

時間
じかん

：月曜日
げつようび

から金曜日
きんようび

 

午前
ごぜん

８時
じ

３０分
ぷん

～午後
ご ご

５時
じ

 

１０．虐待
ぎゃくたい

防止
ぼうし

のための措置
そ ち

について 

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の人権
じんけん

の擁護
ようご

、虐待
ぎゃくたい

防止
ぼうし

等
とう

のため、責任者
せきにんしゃ

を設置
せっち

する等
とう

必要
ひつよう

な体制
たいせい

の整備
せいび

を行
おこな

うとともに、従
じゅう

業者
ぎょうしゃ

に対
たい

し研修
けんしゅう

を実施
じっし

する等
とう

の措置
そ ち

を講
こう

じます。 

＜虐待
ぎゃくたい

防止
ぼうし

責任者
せきにんしゃ

  星川
ほしかわ

 隆志
たかし

＞ 
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「指定
してい

特定
とくてい

相談
そうだん

支援
しえん

」及
およ

び「指定
してい

障害児
しょうがいじ

相談
そうだん

支援
しえん

」 

重要
じゅうよう

事項
じこう

説明書
せつめいしょ

内容
ないよう

確認
かくにん

署名
しょめい

 
 

 

   年   月   日 
 

 「指定
してい

特定
とくてい

相談
そうだん

支援
しえん

」及
およ

び「指定
してい

障害児
しょうがいじ

相談
そうだん

支援
しえん

」サービスの提供
ていきょう

開始
かいし

に際
さい

し、

本書面
ほんしょめん

に基
もと

づき重要
じゅうよう

事項
じこう

の説明
せつめい

を行
おこな

いました。 

 

 

事
じ

業者
ぎょうしゃ

  所在地
しょざいち

   愛媛県
えひめけん

四国
しこく

中央市
ちゅうおうし

三島
みしま

宮川
みやがわ

４丁目
ちょうめ

６番
ばん

５５号
ごう

 

事
じ

業者名
ぎょうしゃめい

 四国
しこく

中央市
ちゅうおうし

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎかい

（障
しょう

がい者
しゃ

相談
そうだん

支援
しえん

センター） 

 

 

説明者
せつめいしゃ

                         

 

 

 

 私
わたし

は、本書面
ほんしょめん

に基
もと

づいて事
じ

業者
ぎょうしゃ

から重要
じゅうよう

事項
じこう

の説明
せつめい

を受
う

け、指定
してい

特定
とくてい

相談
そうだん

支援
しえん

及
およ

び

指定
してい

障害児
しょうがいじ

相談
そうだん

支援
しえん

サービスの提供
ていきょう

開始
かいし

に同意
どうい

しました。 

 

 

利用者 住 所                           

 

 

    氏 名                           

 

 

保護者 住 所                           

 

 

    氏 名                           

 

 

代理人 住 所                           

 

 

    氏 名                           

 

※この重要事項説明書は、厚生労働省令第２８号（平成24年３月13日）第5条に基づ

き、利用申込者またはその家族への需要事項説明のために作成したものです。 


